
 

 

 

「原子力の業務運営に係る点検・助言委員会」の概要 

 

 

 

１ 目的・役割等 

 (1) 本委員会は、お客さまや地域社会との信頼関係の再構築に向けた取組みの一環として、

原子力の業務運営の一層の透明性を確保することを目的とする。 

 (2) 本委員会は、社外有識者を中心としたアドバイザリーボードとして、経営管理本部に

設置する。 

 (3) 本委員会は、当社の原子力の業務運営に対し、客観的・専門的な立場から、点検・助

言を行う。 

 

２ 構 成 

(1) 委員会の委員 

社外委員４～６名程度、社内委員２名程度で構成 

 

(2) 説明者及び事務局 

説明者：原子力に関係する本部の本部長・副本部長または部長 

（必要の都度、幹事が召集） 

事務局：経営管理本部（幹事：経営管理本部 部長(経営管理担当)） 

 

３ 委員会の運営 

(1) 委員会は、原則として年２回定例開催する。（必要に応じ、臨時開催する。） 

(2) 原子力の業務運営全般を対象に、当社から取組み状況等の説明を受け、客観的・専門

的な立場から点検・助言を行う。 

(3) 当社は、委員会で出された意見等に対する対応状況を、委員会に報告する。 

(4) 委員会の活動状況は、原則として、当社ホームページ等で社外へ公開する。（法令等

により公開できない情報、第三者に不利益となる情報、社内検討中の未確定の情報等に

ついては、非公開） 

 

以 上 
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県民説明番組への意見投稿呼びかけ問題の経緯及び再発防止策の取組状況について
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